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厚
生
労
働
省
の
「
外
国
人
介
護
人
材
受
入

れ
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
会
」（
座
長
＝
根

本
嘉
昭
神
奈
川
県
立
保
健
福
祉
大
学
名
誉
教

授
）
は
二
月
四
日
、
技
能
実
習
制
度
へ
の
介

護
職
種
の
追
加
に
向
け
た
制
度
設
計
の
あ
り

方
に
つ
い
て
中
間
ま
と
め
を
公
表
し
た
。

　
「
日
本
再
興
戦
略
」
改
訂
二
○
一
四
（
平

成
二
六
年
六
月
二
六
日
閣
議
決
定
）
で
は
、

①
外
国
人
技
能
実
習
制
度
の
対
象
職
種
に
介

護
分
野
を
追
加
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
日
本

語
要
件
な
ど
介
護
分
野
特
有
の
観
点
を
踏
ま

え
な
が
ら
、
年
内
を
目
途
に
検
討
し
て
結
論

を
得
る
②
介
護
福
祉
士
資
格
等
を
取
得
し
た

外
国
人
留
学
生
が
、
卒
業
後
の
国
内
で
の
就

労
を
可
能
と
す
る
た
め
、
在
留
資
格
の
拡
充

を
含
め
、
年
内
を
目
途
に
制
度
設
計
等
を
行

う
―
―
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
要
請
を
踏
ま
え
、
検
討
会
は
昨

年
一
○
月
か
ら
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
関
係
者
を

交
え
、
七
回
の
議
論
を
重
ね
た
。
一
定
の
日

本
語
能
力
を
要
件
に
、
設
立
三
年
以
上
の
施

設
で
受
け
入
れ
る
こ
と
な
ど
、
介
護
職
種
の

追
加
に
向
け
た
考
え
方
を
示
し
た
。
厚
労
省

は
今
後
、
関
係
省
庁
と
協
議
を
進
め
、
二
○

一
五
年
度
中
の
職
種
追
加
を
め
ざ
す
。

　

な
お
、
検
討
会
で
は
、
技
能
実
習
と
在
留

資
格
の
拡
充
に
加
え
、
経
済
連
携
協
定
（
Ｅ

Ｐ
Ａ
）
の
更
な
る
活
用
に
つ
い
て
議
論
を
し

て
き
た
。
今
回
は
、
技
能
実
習
と
在
留
資
格

に
つ
い
て
、
中
間
ま
と
め
と
し
て
公
表
す
る
。

技
能
実
習
制
度
の
趣
旨
に
沿
っ
た
検
討
を

　

報
告
書
は
冒
頭
、
外
国
人
介
護
人
材
の
受

け
入
れ
の
検
討
に
あ
た
っ
て
の
、
基
本
的
な

考
え
方
を
整
理
す
る
。
受
け
入
れ
の
検
討
に

あ
た
っ
て
は
、
人
手
不
足
対
策
が
目
的
で
は

な
く
、
技
能
実
習
制
度
の
趣
旨
に
沿
っ
て
検

討
を
進
め
て
い
く
こ
と
を
基
本
的
な
視
点
に

す
え
る
。

　

技
能
実
習
制
度
は
、
日
本
か
ら
相
手
国
へ

の
技
能
移
転
を
通
じ
た
「
人
づ
く
り
」
に
協

力
す
る
こ
と
が
基
本
理
念
と
さ
れ
る
。
日
本

は
他
国
と
比
較
し
、
高
齢
化
が
急
速
に
進
展

し
て
お
り
、
認
知
症
高
齢
者
の
増
加
な
ど
、

介
護
ニ
ー
ズ
の
高
度
化
・
多
様
化
に
対
応
し

て
い
る
介
護
技
術
を
海
外
か
ら
取
り
入
れ
よ

う
と
す
る
動
き
も
で
て
き
て
い
る
。
こ
う
し

た
介
護
技
能
を
他
国
に
移
転
す
る
こ
と
は
、

国
際
的
に
意
義
の
あ
る
も
の
で
あ
り
、
制
度

趣
旨
に
も
適
う
も
の
と
指
摘
す
る
。

適
切
な
処
遇
確
保
と
質
の
担
保
を

　

具
体
的
な
受
け
入
れ
の
検
討
に
あ
た
っ
て

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
懸
念
に
対
応
す
る
た
め
、

①
介
護
職
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
低
下
を
招
か

な
い
よ
う
に
す
る
②
外
国
人
に
つ
い
て
、
日

本
人
と
同
様
に
適
切
な
処
遇
を
確
保
し
、
日

本
人
労
働
者
の
処
遇
・
労
働
環
境
の
改
善
の

努
力
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
③
介
護

は
対
人
サ
ー
ビ
ス
で
あ
り
、
公
的
財
源
に
基

づ
き
提
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま

え
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
を
担
保
す
る
と
と
も
に
、

利
用
者
の
不
安
を
招
か
な
い
よ
う
に
す
る
―

―
こ
と
に
適
切
な
対
応
を
図
る
こ
と
を
求
め

る
。

技
能
実
習
制
度
本
体
の 

適
切
な
運
用
が
前
提

　

一
方
、
現
行
の
技
能
実
習
制
度
に
対
し
て

は
種
々
の
問
題
指
摘
が
あ
り
、
そ
れ
に
応
え

る
た
め
の
抜
本
的
な
見
直
し
が
進
め
ら
れ
て

い
る
。
技
能
実
習
制
度
本
体
の
見
直
し
で
は
、

趣
旨
・
目
的
に
沿
っ
た
技
能
の
修
得
・
移
転

が
確
保
さ
れ
、
実
習
生
の
人
権
が
確
保
さ
れ

る
よ
う
、
制
度
の
適
正
化
に
向
け
、
①
確
実

な
技
能
等
の
修
得
・
移
転
（
制
度
趣
旨
・
目

的
の
徹
底
）
②
監
理
団
体
に
よ
る
監
理
の
適

正
化
お
よ
び
公
的
機
関
に
よ
る
監
視
体
制
の

強
化
③
実
習
生
に
対
す
る
人
権
侵
害
行
為
等

へ
の
対
応
の
強
化
④
送
出
機
関
へ
の
規
制
の

実
効
性
の
強
化
―
―
な
ど
が
検
討
さ
れ
る
。

　

検
討
会
で
は
、
技
能
実
習
制
度
本
体
の
検

討
状
況
に
つ
い
て
も
聴
取
し
て
お
り
、
そ
の

内
容
は
十
分
評
価
で
き
る
こ
と
か
ら
、
今
後
、

そ
の
結
果
が
制
度
化
さ
れ
、
適
切
な
運
用
が

図
ら
れ
る
こ
と
が
担
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

前
提
と
し
て
、
介
護
を
職
種
追
加
す
る
こ
と

を
具
体
的
に
検
討
す
る
と
し
た
。

入
浴
、
食
事
、
排
泄
の
介
助
を 

必
須
業
務
に

　

介
護
を
職
種
追
加
す
る
場
合
、
対
人
サ
ー

ビ
ス
業
と
し
て
は
じ
め
て
の
ケ
ー
ス
と
な
り
、

よ
り
的
確
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。

　

職
種
追
加
の
検
討
に
あ
た
り
、
実
質
的
な

労
働
力
確
保
の
方
策
と
し
て
、
本
制
度
が
利

用
さ
れ
、
日
本
語
能
力
の
乏
し
い
外
国
人
が

担
う
「
単
純
な
肉
体
労
働
」
と
い
う
印
象
を

持
た
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
適
切

な
技
能
移
転
を
図
る
と
い
う
技
能
実
習
制
度

の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
従
来
の
も
の
づ
く
り
な

ど
の
対
物
サ
ー
ビ
ス
と
は
性
格
が
異
な
る
こ

と
か
ら
、「
作
業
」
で
は
な
く
「
業
務
」
と
し

て
整
理
し
、
移
転
す
る
べ
き
業
務
内
容
を
明

確
化
し
た
。

　

具
体
的
に
は
、
国
際
研
修
協
力
機
構
（
Ｊ

Ｉ
Ｔ
Ｃ
Ｏ
）
の
技
能
実
習
制
度
の
区
分
を
も

と
に
、
①
実
習
生
が
技
能
を
修
得
す
る
た
め

必
ず
行
う
「
必
須
業
務
」
は
、身
体
介
護
（
入

浴
、
食
事
、
排
泄
等
の
介
助
等
）
②
必
須
業

務
の
技
能
向
上
に
直
接
間
接
的
に
寄
与
す
る

「
関
連
業
務
」
は
、
身
体
介
護
以
外
の
支
援

（
掃
除
、洗
濯
、調
理
等
）
と
間
接
業
務
（
記

録
、
申
し
送
り
等
）
③
技
能
向
上
に
寄
与
し

な
い
「
周
辺
業
務
」
は
、
お
知
ら
せ
な
ど
の

掲
示
物
の
管
理
等
―
―
と
業
務
内
容
を
類
型

化
し
た
。

基
本
的
な
日
本
語
の
理
解
も
不
可
欠

　

介
護
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
前
提
と

し
て
業
務
を
遂
行
す
る
対
人
サ
ー
ビ
ス
業
で

あ
り
、
利
用
者
の
な
か
に
は
、
認
知
症
を
抱

え
た
人
も
い
て
、
日
本
語
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
は
不
可
欠
の
要
素
だ
。

　

検
討
会
で
は
、
技
能
を
学
ん
で
帰
国
す
る

と
い
う
技
能
実
習
制
度
の
趣
旨
な
ど
を
踏
ま

え
、
実
習
生
に
求
め
ら
れ
る
日
本
語
水
準
に

ト
ピ
ッ
ク
ス

外
国
人
材

3

技
能
実
習
制
度
へ
の
介
護
職
種
の
追
加
に
向
け
た
考
え
方
―
―
厚
労
省
検
討
会
中
間
ま
と
め
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つ
い
て
検
討
を
加
え
た
。

　

そ
の
結
果
、
一
年
目
は
、
業
務
の
到
達
水

準
と
し
て
、「
指
示
の
下
で
あ
れ
ば
、
決
め
ら

れ
た
手
順
等
に
従
っ
て
、
基
本
的
な
介
護
を

実
践
で
き
る
レ
ベ
ル
」
を
想
定
す
る
こ
と
か

ら
、
求
め
ら
れ
る
日
本
語
レ
ベ
ル
は
、
日
本

語
能
力
試
験
で
基
本
的
な
日
本
語
が
理
解
で

き
る
と
さ
れ
る
「
Ｎ
４
」
程
度
と
し
た
。
二

年
目
（
技
能
実
習
２
号
）
は
、
到
達
水
準
と

し
て
、「
指
示
の
下
で
あ
れ
ば
、
利
用
者
の
心

身
の
状
況
に
応
じ
た
介
護
を
一
定
程
度
実
践

で
き
る
レ
ベ
ル
」
を
想
定
す
る
こ
と
か
ら
、

日
本
語
レ
ベ
ル
を
一
段
引
き
上
げ
「
Ｎ
３
」

程
度
を
要
件
と
し
た
。

適
切
な
公
的
評
価
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を

　

適
正
な
技
能
実
習
を
実
施
す
る
に
は
、
実

習
成
果
を
評
価
で
き
る
適
切
な
公
的
評
価
シ

ス
テ
ム
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
介
護
職

種
に
は
、
技
能
検
定
な
ど
公
的
評
価
シ
ス
テ

ム
が
確
立
し
て
い
な
い
。

　

報
告
書
は
、
技
能
実
習
の
各
年
の
到
達
水

準
に
つ
い
て
、
一
年
目
修
了
時
（
指
示
の
下

で
あ
れ
ば
、
決
め
ら
れ
た
手
順
等
に
従
っ
て
、

基
本
的
な
介
護
を
実
践
で
き
る
レ
ベ
ル
）、

二
年
目
修
了
時
（
指
示
の
下
で
あ
れ
ば
、
利

用
者
の
心
身
の
状
況
に
応
じ
た
介
護
を
一
定

程
度
実
践
で
き
る
レ
ベ
ル
）、
三
年
目
修
了

時
（
自
ら
、
介
護
業
務
の
基
盤
と
な
る
能
力

や
考
え
方
等
に
基
づ
き
、
利
用
者
の
心
身
の

状
況
に
応
じ
た
介
護
を
一
定
程
度
実
践
で
き

る
レ
ベ
ル
）
と
整
理
す
る
。

　

そ
の
上
で
、
評
価
対
象
は
、
介
護
に
か
か

る
動
作
と
し
て
目
視
で
き
る
表
層
的
な
作
業

内
容
に
加
え
、
業
務
の
基
盤
と
な
る
能
力
、

考
え
方
も
含
め
て
評
価
項
目
、
評
価
基
準
等

を
設
定
す
べ
き
と
し
て
、
具
体
的
に
は
、
一

定
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
習
得
、

人
間
の
尊
厳
や
介
護
実
践
の
考
え
方
、
社
会

の
し
く
み
・
心
と
体
の
し
く
み
等
の
理
解
に

裏
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

適
切
な
評
価
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
を

求
め
た
。

受
け
入
れ
は
三
年
以
上
経
過
し
た
施
設
で

　

介
護
は
日
常
生
活
上
の
行
為
を
支
援
す
る

も
の
で
、
施
設
に
加
え
、
在
宅
で
も
訪
問
介

護
サ
ー
ビ
ス
が
実
施
さ
れ
る
。
施
設
で
は
、

複
数
の
職
員
が
実
習
生
を
指
導
で
き
る
が
、

訪
問
系
で
は
、
一
対
一
が
基
本
と
な
り
、
実

習
生
に
対
す
る
適
切
な
指
導
体
制
の
確
立
、

権
利
擁
護
な
ど
に
課
題
が
あ
る
。

　

実
習
実
施
機
関
の
範
囲
は
、
介
護
福
祉
士

の
国
家
試
験
の
受
験
資
格
要
件
に
お
い
て
、

「
介
護
」
の
実
務
経
験
と
し
て
認
め
ら
れ
る

施
設
に
限
定
す
べ
き
と
し
て
、
訪
問
系
サ
ー

ビ
ス
は
実
習
実
施
機
関
の
対
象
か
ら
外
す
こ

と
を
求
め
た
。
併
せ
て
、
設
立
後
ま
も
な
い

介
護
施
設
で
は
、
実
習
生
に
対
す
る
適
切
な

指
導
体
制
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
恐
れ
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
実
習
実
施
機
関
は
経
営
が

一
定
程
度
、
安
定
し
て
い
る
機
関
に
限
定
す

べ
き
で
あ
り
、
設
立
後
三
年
以
上
経
過
し
た

施
設
が
対
象
と
し
て
望
ま
し
い
と
し
た
。

受
け
入
れ
枠
は
常
勤
介
護
職
員
の 

一
割
ま
で
に

　

現
行
制
度
で
は
、
常
勤
職
員
総
数
五
○
人

以
下
の
場
合
、
三
人
ま
で
の
受
け
入
れ
が
可

能
だ
。
し
か
し
、
こ
の
規
定
を
そ
の
ま
ま
介

護
に
適
用
す
る
と
、
小
規
模
事
業
所
が
多
い

介
護
施
設
で
は
、
目
の
届
く
範
囲
で
の
実
習

体
制
の
確
立
が
困
難
と
な
り
、
利
用
者
の
生

命
、
安
全
に
影
響
す
る
懸
念
が
あ
る
。

　

報
告
書
は
、
適
切
な
実
習
体
制
を
確
保
す

る
た
め
、
介
護
固
有
の
人
数
枠
を
設
け
る
必

要
が
あ
る
と
指
摘
。
具
体
的
に
は
、
常
勤
職

員
三
○
人
以
下
の
小
規
模
な
受
入
機
関
に
つ

い
て
は
、
受
入
人
数
は
常
勤
職
員
総
数
の
一

○
％
ま
で
と
し
て
、
算
定
基
準
と
な
る
常
勤

職
員
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、「
主
た
る
業
務
が

介
護
等
の
業
務
で
あ
る
者
」
に
限
定
し
た
。

　

そ
の
ほ
か
、
夜
勤
業
務
、
少
人
数
の
状
況

下
で
の
勤
務
、
緊
急
時
へ
の
対
応
が
求
め
ら

れ
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
安
全
上
の
懸
念
が

生
じ
る
こ
と
か
ら
、
業
界
に
お
け
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
作
成
等
に
よ
り
、
二
年
目
以
降
の
実

習
生
に
限
定
す
る
な
ど
適
切
な
対
応
を
図
る

こ
と
を
求
め
た
。

募
集
時
に
同
等
報
酬
等
の
要
件
審
査
を

　

技
能
実
習
生
の
処
遇
は
、
関
連
省
令
に
お

い
て
、「
日
本
人
が
従
事
す
る
場
合
の
報
酬
と

同
等
額
以
上
で
あ
る
こ
と
」
と
規
定
さ
れ
る
。

一
方
、
対
人
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
介
護
は
、
物

質
的
な
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
が
生
じ
な
い
た
め
、

業
績
を
定
量
的
に
把
握
す
る
の
が
困
難
で
あ

り
、
日
本
人
と
同
等
額
以
上
の
報
酬
に
す
る

に
は
、
こ
の
点
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

介
護
分
野
に
つ
い
て
は
、
先
行
し
て
外
国

人
を
受
け
入
れ
て
い
る
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
経
験
を
踏

ま
え
、
受
入
時
は
、「
募
集
時
に
同
等
報
酬
等

の
要
件
審
査
」、
受
入
後
は
、「
訪
問
指
導
時

の
関
係
者
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
や
賃
金
台
帳
の

確
認
等
」
の
運
用
を
求
め
た
。
併
せ
て
、
外

国
人
が
理
解
し
に
く
い
日
本
独
自
の
賞
与
や

手
当
な
ど
の
賃
金
構
造
、
税
金
に
つ
い
て
も
、

実
習
生
へ
の
説
明
を
徹
底
す
る
よ
う
求
め
た
。

監
理
団
体
に
よ
る
監
理
を
徹
底

　

監
理
団
体
は
、
適
正
な
技
能
実
習
の
確
保

に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
も
の
の
、
現

行
の
技
能
実
習
制
度
で
は
、
監
理
団
体
の
責

務
に
確
実
な
根
拠
が
な
く
、
実
習
実
施
機
関

の
状
況
確
認
が
不
十
分
と
の
指
摘
が
あ
る
。

　

技
能
実
習
制
度
本
体
の
見
直
し
に
お
い
て

は
、
監
理
団
体
に
よ
る
監
理
の
適
正
化
と
公

的
機
関
に
よ
る
監
視
体
制
の
強
化
に
つ
い
て
、

①
新
た
な
法
律
に
基
づ
く
制
度
管
理
運
用
機

関
に
よ
る
指
導
・
監
督
の
強
化
②
監
理
団
体

や
実
習
実
施
機
関
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
③
悪

質
な
監
理
団
体
等
に
対
す
る
罰
則
の
強
化
―

―
な
ど
を
検
討
し
て
い
る
。

　

報
告
書
は
、
こ
う
し
た
技
能
実
習
本
体
の

見
直
し
に
よ
り
、
大
幅
に
適
正
化
が
図
ら
れ

る
こ
と
は
十
分
評
価
で
き
る
と
し
た
上
で
、

介
護
分
野
に
つ
い
て
も
、
今
後
、
具
体
化
さ

れ
て
い
る
本
体
の
見
直
し
の
内
容
に
沿
っ
た

取
り
組
み
を
進
め
る
と
し
た
。

　

今
後
に
つ
い
て
は
、
技
能
実
習
制
度
本
体

の
見
直
し
の
詳
細
が
確
定
し
た
段
階
で
、
本

検
討
会
で
検
討
し
た
介
護
固
有
の
具
体
的
方

策
を
併
せ
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま

な
懸
念
に
適
切
に
対
応
で
き
る
こ
と
を
確
認

し
た
上
で
、
新
た
な
技
能
実
習
制
度
の
施
行

と
同
時
に
職
種
追
加
を
行
う
こ
と
が
適
当
と

の
考
え
を
示
し
た
。

介
護
福
祉
士
資
格
取
得
の
留
学
生
に

在
留
資
格
を

　

一
方
、
在
留
資
格
の
拡
充
に
つ
い
て
は
、

介
護
福
祉
士
の
国
家
資
格
取
得
を
目
的
と
し

て
養
成
施
設
に
留
学
し
、
介
護
福
祉
士
資
格

を
取
得
し
た
者
と
し
た
。
在
留
資
格
が
認
め

ら
れ
る
介
護
福
祉
士
資
格
を
取
得
し
た
外
国

人
の
就
労
場
所
に
つ
い
て
は
、「
専
門
的
・
技

術
的
分
野
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
介
護
分
野

の
国
家
資
格
取
得
者
に
在
留
資
格
が
与
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
日
本
人
と
同
様

に
就
労
を
認
め
る
べ
き
と
し
た
。

（
調
査
・
解
析
部
）


